
 

 

〇各種変更届出等の作成要領 

１．指定給水装置工事事業者指定事項変更届出 

（1） 指定給水装置工事事業者の指定事項の変更があった場合 

変更があった日から 30 日以内に「指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書」（様式第

10）を提出すること。 
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事業所の名称 
法人 ○ ○   ○   不要 

※1 個人     ○   

事業所の所在地 
法人 ○ ○   ○ ○ ○ 不要 

※1 個人   ○  ○ ○ ○ 

代表者の住所 個人   ○ ○ ○   
不要 

※1 

代表者の氏名 
法人 ○ ○   ○   不要 

※1 個人   ○ ○ ○   

役員の氏名 法人  ○      不要 

※ 「登記事項証明書」は、「履歴事項全部証明書」とする。 

※ 「住民票」「登記事項証明書」は、コピー不可。 

※ 定款の写しは、「原本に相違ない旨の証明」をすること。 

※ ゼンリン地図を使用する場合、ゼンリンの複製利用許可が必要です。（別紙参照） 

※1 原則、新規登録または、登録更新のみ事業者証を交付となります。事業者証の再交付

が必要な場合は、「指定給水装置工事事業者証再交付申請書」を提出してください。 

２．給水装置工事主任技術者選任・解任届出 

（1） 給水装置工事主任技術者の選任、または解任をした場合 

遅滞なく「給水装置工事主任技術者選任・解任届出書」（様式第３）提出すること。 

【添付書類】 

免状または、給水装置工事主任技術者証の写し。（解任のみの場合は不要） 

３．給水装置工事事業者（廃止・休止・再開）届出 

（1） 事業の廃止、休止又は再開した場合 

当該廃止または休止の日から 30日以内、再開した日から 10日以内に「給水装置工事事業者

（廃止・休止・再開）届出書」（様式第 11）を提出すること。 



 

 

〇組織変更又は合併の場合の届出等 

組織変更又は合併の場合の届出は、次表のとおりとする。 

申請者 内容 具体例 届出方法 

個人 
法人化 

個人⇒法人 

(法人⇒個人 も同様の取り扱い) 
廃止・指定申請 

相続 相続人が事業を継続した場合 廃止・指定申請 

法人 

組織変

更 

合同会社 

合名会社 ⇒株式会社 

合資会社 

廃止・指定申請 

有限会社⇒株式会社 指定事項変更届 

合同会社・合名会社・合資会社間 指定事項変更届 

合併 

指定工事店Ａと 

指定工事店Ｂが合併 

ＡがＢを吸収合併 
Ａは、指定事項変更

届 

Ｂは、廃止届 

新会社Ｃ設立（新設合併） 
Ａ、Ｂとも廃止届 

Ｃが指定申請 

会社Ａと 

指定工事店Ｂが合併 

Ａが指定工事店Ｂを吸収合併 
Ａが指定申請 

Ｂは、廃止届 

新会社Ｃ設立（新設合併） 
Ｂは、廃止届 

Ｃが指定申請 

※合併による新会社設立は、新規指定申請とする。 



 

 

○ゼンリン地図複製等利用する場合 

  

別紙 



 

 

 


